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財政再建プランの見直しにあたって 
 

 

山形新幹線延伸事業や公共施設建設などの大規模事業による公債費が増高し、平成１１年度に

は起債残高が２２８億円に達するなど財政は危機的状態にありました。この状況を乗りきるため、

平成１６年度に「財政再建計画」を策定し、人件費の削減や投資的経費の抑制対策などを推進し

てまいりました。５ヶ年にわたった財政再建計画は平成２０年度で期間満了となりましたが、計

画以上の成果が得られ、財政状況は好転に向かってきております。しかし、実質公債費比率が高

い水準にあるなど、健全性が保たれた状態には至っておりません。そのため、平成２１年度から

は「財政再建プラン」を策定し、引き続き財政健全化に向けた取り組みを行っています。 

平成２０年度決算による実質公債費比率は２５．９％となり、早期健全化基準を上回った比率

となりました。財政健全化法の完全施行に伴い、個別外部監査の実施とその結果を反映させた「財

政健全化計画」を策定し、議会の承認を得なければなりません。平成２１年９月議会で個別外部

監査人を選任し、公債費増高の要因と公債費抑制方策の検証をテーマに監査を実施してまいりま

したが、１２月末に監査報告をいただきました。新幹線延伸事業の平成１１年度までは過大な事

業を実施したものの、財政再建計画などの対応により基準を下回ることは確実だとのご意見をい

ただきました。平成２１年度には基準をクリアできると考えておりましたが、専門的見地から確

認していただき、市政運営全般にとりましても明るさが戻ってきた感じがいたします。 

監査のご意見を基に財政健全化計画に策定にあたる訳ですが、当プラン策定後１年を経過して

おり、計画内容を検証するため見直しを行いました。実質公債費比率が基準を下回ることは確実

となりましたが、まだまだ高い水準にあります。基準のクリアは財政健全の新たなスタートと考

えており、今後は望ましいとされる比率１８％に到達できるよう一層の努力を傾注してまいりま

す。 

多様化する市民ニーズに的確に対応しながら、計画実行に取り組んでまいりますので、市民の

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

平成２２年２月 

新庄市長 山 尾 順 紀 
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I. 財政再建計画の総括 

1. これまでの財政再建の取り組み 

(1) 財政悪化の要因 

本市の財政状況は非常に厳しい状況にありますが、そこに至った主な要因として次のことがあ

げられます。 

◇新幹線延伸関連等公共事業への投資 

これまでの歳出の推移を見ますと、平成４年度以降投資的経費が増加し続けています。野球場、

市営住宅、火葬場、小学校などの大規模建設事業や、「百年の大計」と位置付けた、平成１１年

度の山形新幹線新庄延伸事業を実施しました。山形新幹線終着駅としての新庄駅周辺広場整備、

道路立体交差事業などに膨大な経費を要しました。 

◇最上広域市町村圏事務組合の分担金 

最上広域一部事務組合によるし尿処理場、ごみ最終処分場、ごみ焼却処分場などの建設は、平

成５年度から平成１４年度までの１０年間に集中しました。また、山形新幹線延伸に関連し、新

庄駅に併設した拠点施設「ゆめりあ」建設を行いましたが、これら施設建設の起債償還に係る負

担が分担金の大きな割合を占め、重いものとなっています。 

◇公共下水道事業会計への繰出金 

本市の下水道整備は他市と比べ後発のスタートとなり、短期的な投資が必要となりました。ま

た、下水道事業は処理場や管渠設備の初期投資に対し費用回収が遅くなるため、一般会計から多

額の繰出金を要します。使用料改定や資本費平準化債の活用により繰出金減少に努めていますが、

その額は多額となっています。 

◇国営土地改良事業負担金 

最上川の水が農地を潤した国営新庄土地改良事業は、１７０億円に及ぶ大事業です。市は地元

負担分４８億円及びこの事業に関連したかんがい排水事業の助成３０億円（平成１９年度１７億

円に変更）の債務負担行為を設定しています。期間は平成５年度から平成２９年度までとなって

おり、長年にわたり大きな負担となっております。 

◇市税・地方交付税の減少 

市税や地方交付税は本市の歳入の多くを占めていますが少しずつ減少してきており、財政運営

に大きく影響しています。いわゆる三位一体改革により市税は増えましたが、国庫補助金や地方

交付税の減少額の方が大きくなっている状況にあります。また、景気の低迷などにより、市税の

収納率が下がっていることも収入減少の原因となっています。 

 

これらの事業は市民生活・福祉の向上、産業振興など、市勢発展のため必要欠かざる事業とし

て実施され、現在の新庄市の発展の礎を築いたものであります。今後は、これらの社会資本を活

かしながら、財政の健全化に尽力していかなければならないと考えます。 
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(2) 財政再建の取り組み 

【基本的な方針】 

市債の元利償還金が増大するなど危機的な財政状況に対応するため、平成１６年７月に「新庄

市財政再建計画（以下「再建計画」という。）」を策定しました。「小さく、元気な市役所づく

り」を基本方針とし、平成１６年度から２０年度までの５ヶ年の計画としています。 

基本戦略としては、次の４項目を掲げています。 

① 徹底した内部管理経費の削減 

② サービスとコストの最適化 

③ 公共サービス提供の枠組みの見直しによる市民との協働のまちづくりの推進 

④ 市民負担の公平性の確保 

【個別的な方針】 

歳入歳出の全般にわたる可能な限りの見直しを行うため、個別方針を定めています。１８項目

を掲げていますが、重点的に実施するものとして次の項目があげられます。 

① 人件費の抑制 

② 事務事業評価とコスト削減 

③ 補助費等の見直し 

④ 投資的経費の抑制 

⑤ 特別会計繰出金の抑制 

⑥ 市債残高の抑制 

⑦ 市税等の収納率の向上 

⑧ 遊休市有地の有効活用 

 

(3) 財政再建計画の効果 

再建計画の実施においては市職員一丸となって緊迫感を持って対応しており、計画以上の成果

を上げています。実施状況は議会や市民に公表し、チェックを受けながら進めて来ましたが、財

政再建計画の諸対策を実施する前の試算と決算の推移を次に示します。 

表 1 歳入 (臨時財政対策債は地方交付税に含めています。)            [単位：百万円] 

区 分
H16 H17 H18 H19 H20 

対策前 決算 対策前 決算 対策前 決算 対策前 決算 対策前 決算

市 税 4,349 4,464 4,444 4,422 4,433 4,415 4,479 4,668 4,543 4,651

地 方 交 付 税 5,015 5,218 5,027 5,262 4,952 5,162 4,890 4,976 4,828 5,203

使用料・手数料 377 373 380 379 383 366 386 399 389 385

国 県 支 出 金 1,489 1,504 1,334 1,415 1,345 1,158 1,362 1,350 1,380 1,979

財 産 収 入 27 287 18 68 18 94 18 16 18 11

繰 入 金 31 542 48 414 48 125 48 167 48 21

繰 越 金 120 220 0 200 0 188 0 223 0 187

諸 収 入 286 385 284 330 283 346 282 396 281 386

市 債 490 359 304 368 198 251 161 282 130 266

そ の 他 1,164 1,205 1,195 1,233 1,202 1,307 1,210 966 1,217 908

合 計 13,348 14,557 13,034 14,091 12,862 13,412 12,836 13,443 12,834 14,003
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表 2 歳出                              [単位：百万円] 

区 分 
H16 H17 H18 H19 H20 

対策前 決算 対策前 決算 対策前 決算 対策前 決算 対策前 決算

人 件 費 3,468 3,269 3,418 3,159 3,429 3,077 3,470 3,034 3,377 2,902

扶 助 費 1,343 1,419 1,348 1,409 1,360 1,437 1,360 1,526 1,365 1,512

公 債 費 2,620 2,567 2,523 2,491 2,461 2,218 2,361 2,091 2,186 1,992

物 件 費 1,350 1,120 1,199 1,102 1,199 1,097 1,199 1,182 1,199 1,163

補 助 費 等 2,450 2,123 2,327 2,236 2,436 2,157 2,386 2,234 2,382 2,406

繰 出 金 1,856 1,679 1,863 1,743 1,910 1,694 1,893 1,703 1,883 1,683

積 立 金 0 170 0 117 0 295 0 2 0 193

投 資 的 経 費 1,144 1,144 722 823 605 672 579 767 534 640

そ の 他 681 786 542 773 550 483 559 687 568 648

合 計 14,912 14,277 13,942 13,853 13,950 13,130 13,807 13,226 13,494 13,139

表 3 効果額と効果見込額                       [単位：百万円] 

歳 入 H16 実績 H17 実績 H18 実績 H19 実績 H20 実績 計 

市 税 115 △ 22 △ 18 189 108 257

地 方 交 付 税 203 235 210 86 375 906

使 用 料 ・ 手 数 料 △ 4 △ 1 △ 17 13 △ 4 △ 9

国 県 支 出 金 15 81 △ 187 △ 12 599 481

財 産 収 入 260 50 76 △ 2 △ 7 117

繰 入 金 511 366 77 119 △ 27 535

繰 越 金 100 200 188 223 187 794

諸 収 入 99 46 63 114 111 335

市 債 △ 131 64 53 121 136 375

そ の 他 41 38 105 △244 △ 309 △ 412

歳 入 計 1,209 1,057 550 607 1,169 3,379

歳 出 H16 実績 H17 実績 H18 実績 H19 実績 H20 実績 計 

人 件 費 △ 199 △ 259 △ 352 △ 436 △ 475 △ 1,522

扶 助 費 76 61 77 166 147 451

公 債 費 △ 53 △ 32 △ 243 △ 270 △ 194 △ 739

物 件 費 △ 230 △ 97 △ 102 △ 17 △ 36 △ 252

補 助 費 等 △ 327 △ 91 △ 279 △ 152 24 △ 498

繰 出 金 △ 177 △ 120 △ 216 △ 190 △ 200 △ 727

積 立 金 170 117 295 2 193 607

投 資 的 経 費 0 101 67 188 106 462

そ の 他 105 231 △ 67 128 80 372

歳 出 計 △ 635 △ 89 △ 820 △ 581 △ 355 △1,846

区 分 H16 実績 H17 実績 H18 実績 H19 実績 H20 実績 計 

対 策 効 果 額 1,844 1,146 1,370 1,188 1,524 5,225

歳 計 剰 余 金 △ 280 △ 238 △ 282 △ 217 △ 267 △ 1,001

効 果 額 再 掲 1,564 908 1,088 971 1,257 4,224
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(4) これまでの取り組みのまとめ 

厳しい歳入・歳出の両面の対策を講じてきたため、各年度の決算は計画以上の効果を示してお

ります。重点的な方針とした項目を中心に、取り組みの内容をまとめます。 

【歳入】 

① 市税 

市税は平成１７・１８年度に計画を下回りましたが、平成１９・２０年度は計画以上とな

っています。これは、平成１９年度から税源移譲（所得税から市民税へ）が行われことによ

ります。しかし、対策として掲げていた徴収率は、年々下降してきています。固定資産税の

滞納額が大きく、平成８年度は９６．８％でしたが、平成２０年度は８７．９％となってい

ます。徴収担当職員を増加したり、差押え物件のネット公売を行っています。 

② 地方交付税 

地方交付税は計画を上回っているものの、計画額との差が少なくなってきています。計画

策定時は「三位一体改革」により減少すると見込んでいましたが、それ以上に厳しい状況と

なりつつあります。 

③ 財産収入 

財産収入の増額は、遊休市有地の処分を行ったことによります。活用していない普通財産

を積極的に処分し、大きな財政効果がありました。 

④ 市債 

地方債現在高を減らすため市債はできるだけ抑制する方針でしたが、結果的には計画を上

回ってしまいました。これは、財政状況が厳しいため、山形県市町村振興資金を借り入れた

ことなどによります。 

【歳出】 

① 人件費 

人件費の抑制は財政計画の重点方針とし、平成１７年度に定員管理計画を策定して、平成

１７年度職員数３７７人から１０年間で６７人削減することとしています。さらに特別職の

給料・手当と一般職の手当を削減しました。これらの対策により人件費は大幅に減少し、約

１５億円の効果をあげています。 

表 4 職員数の推移 (4 月 1 日現在)                   [単位：人] 

区   分 H16 H17 H18 H19 H20 

職 員 数 ３９２ ３７７ ３７０ ３６０ ３４７ 

② 公債費 

山形新幹線延伸関連事業等の市債増発により、その償還金が財政悪化の大きな原因となっ

ていました。公債費は平成１６年度に約２６億円となっていましたが、起債発行額を抑制し

たことにより、平成２０年度は２０億円程まで減少しています。地方債現在高は毎年度１０

億円ずつ減少しています。 

③ 補助費等 

類似団体と比較すると、補助費等が大きく上回っていますが、最上広域市町村圏事務組合

に対する分担金がその要因となっています。新幹線延伸関連の「ゆめりあ」、し尿・ごみ処

理施設建設に伴う公債費負担が大きいためで、市職員を派遣しながら事務事業の見直しを行

いました。また、負担金及び補助金は役割や効果を精査し、可能な限り廃止や削減を行いま

した。 
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のは、公共下水

を抑制し、使用

しく対応しま

化に伴う改修費

は大変少なく

度までの歳入

政計画、定員管

したことによ

を把握し、厳

少に転じていま

ークとなってい

たりから減少に

市債
3,171

6

14

926

3,232

3,293

3,119

2,363

14,003

13,443

13,412

14,091

14,557

15,149

15,420

16

15,7

水道事業特別

用料改定など

したが、結果

費が計画額を

、類似団体の

入歳出効果額は

管理計画、集

るものと考え

しい財政状況

ます。平成４年

います。また、

に転じる年度

その他
4,143

9

0

6,190

16,725

18,038

73
[単位：百万

別会計に対す

どの対策を講

果的には計画

を超えたため

の約３割程度

は、約４２億

集中改革プラ

えております

況に至った要

年度以

市税

が多く

21,308

万円]

す

講

画

め

度

億

す。 

要



 

 

[単位

(2) 歳

(3) 市

1,171
1,526

1,34

497

511
524

1,540

1,908

2,20

207

240
250

323

314
385

95.4

95.2

96.2

H元 H5 H10

：百万円]

歳出決算（

 

市税（市税

歳入と

資的経費

た。多大

います。

ています

道事業特

2

3

3

2

H20

H19

H18

H17

H16

H15

H14

H13

H12

H11

H10

H5

H元

47
1,402

1,463

市民税(個
1,298

4 450
531
市民税(法

456

05

2,277
2,209

固定資産
2,274

0 256 248
都市計画

252

5 484 418
その他

412

2

95.8

95.7

市税収納
95

0 H11 H12 H13

（一般会計歳

税の収納額

同様に平成

費は平成４年度

大な起債発行に

人件費も平成

す。補助費等は

特別会計などへ

2,902

3,034

3,077

3,159

3,269

3,451

3,556

3,478

3,472

人件費
3,496

3,467

3,222

,697

1,512

1,526

1,437

1,409

1,41

1,24

1,19

1,10

1,03

扶助
1,6

1,5

1,064

760 968

人分)
8
1,213

1,160
1,099

1

人分)
437 431 454

産税
4
2,316

2,194
2,2702

画税
255

239 246

他

407

394 395

納率

94

92.7
91.8

H14 H15 H16

歳出決算の

と収納率の

１１年度まで

度以降増加し

により公債費

成１１年度ま

は最上広域市

への増加によ

6

7

9

9

43

91

05

5

助費
695

544

1,992

2,091

2,218

2,491

2,567

2,590

2,420

2,384

2,231

公債費
2,081

1,899

1,691

2,

2

2

2

1

1,400

1,159345 2,64

1,087
1,169

1,4261

438 451
432

2,2592,131
2,1612

246 230
229 2392 434
420 4

90.2 89.8
88.7

8

H17 H18 H19 H

[単

の推移） 

の推移） 

では増加しま

し、平成１１

費も増加しま

まで増加して

市町村圏事務

より増えてい

406

2,234

2,157

2,236

2,123

2,460

2,575

2,380

2,104

補助費等
2,587

1,964

1,683

1,703

1,694

1,742

1,679

1,52

1,37

1,324

1,251

繰出
1,03

915

560

6

6

4,271

40 1,779

,427

388

,199

230

407

87.9

60

65

70

75

80

85

90

95

100

H20

位：%]

すが、その後

年度の新幹線

したが、平成

いますが、そ

務組合への分担

います。 

2

9

29

73

金
30

640

767

672

823

1,144

1,513

1,768

2,523

3,099

投資
6

4,805

2,004

1,871

1,875

1,993

2,076

2,0

2,

2,8

3,3

10,348

市税は一

の主要財源

民税(個人

傾向にあり

資産税は景

響が少なか

すが、土地

の低下によ

少し始めて

た、大口滞

により収納

な落ち込み

ます。 

後急激に減少

線関連でピー

成１８年度以

その後は緩や

担金の増、繰

資的経費
6,717

043

280

2,591

841

2,926

320

13,139

13,226

13,130

13,853

14,277

14,829

15,16

15,78

1

15,528

新庄市財政再

一般財源等

源ですが、市

人分)が減少

ります。固定

景気等の影

かったので

地家屋評価額

より、近年減

ています。ま

滞納者の増加

納率の急激

みが目立ち

少しています。

ークとなりま

以降減少に転

やかに減少して

繰出金は公共下

その他
3,041

63

85

16,033

計
20,

17,520

8

[単位：百万

再建プラン 

8

定

額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。投

し

じて

てき

下水

計
,647

万円]
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(4)

(5)

政再建プラン

7,557

12,

4,247

6,6

529

2,8

12,508

22,

H元 H

[単位：百万円]

 市債の残高

 公債費に関

 

公債費が一

っています

が、これも

が、財政規

出されてい

を含めた指

13.4

13.9

5

10

15

20

25

30

元

[単位：%]

ン 

348

20,952

22,776

22,7

600

9,467

9,585

9,86

814

5,451

5,408
5,3

022

36,703

38,690
38,8

H5 H10 H11 H1

]

高 

関する指標

一般財源に占

す。また、起債

も非常に高い

規模を超えた

いますが、一

指数ですが、

10.9

13.6

13.1

18.3

５ １０

721

一般会計
22,352

21,852
21,28

65

下水道
10,111

10,013
9,82

08

水道事業
5,186

5,057
4,89

844

計
38,613

37,862
36,91

2 H13 H14 H15

標（実質公債

める割合が公

債制限比率は

比率です。起

起債発行が原

般会計のほか

早期健全化基

13.8 14.2

18.7 19.3

１１ １２

87

20,235
19,068

17,944
1

6
9,520

9,203
8,928

5
4,721

4,534
4,339

19
35,352

33,641
32,028

3

5 H16 H17 H18

債費比率、

公債費比率で

は地方交付税

起債制限比率

原因です。平

かに、特別会

基準の２５％

14.8 起債制限
15.

20.5
公債費

20.

１３ １４

4
16,90215,882

8
8,704

8,539

9
4,002

3,718

8
30,418

28,909

H19 H20

起債制限

で、平成１６年

税に算入された

率は３ヶ年平均

平成１７年度か

会計、最上広域

％を超えていま

限比率
2

15.8 1

費比率
9

22.5 2

４ １５ １

全会計

平成１２年

となって

計は平成

ークとな

その後は

減少して

水道事業

ら供用開始

事業推進

発行も多

す。しか

抑制して

に転じて

 

比率及び公

年度に非常に

た公債費を除

均のためピー

からは実質公

域などの外部

ます。 

6.1 16.4

2.9 22

実質公債費比率
29.9

６ １７

の市債残高は

年度がピーク

います。一般

１１年度がピ

っていますが

１０億円ずつ

います。公共

は平成元年か

始しましたが

とともに市債

くなっていま

し、管渠建設

いるため、減

います。 

公債費比率

に高い比率と

除いた比率で

ークがずれま

公債費比率が

部の公債費な

15.4
13.9

18.9
17.5

30.1

27.3

１８ １９

は、

ク

般会

ピ

が、

つ

共下

か

が、

債

ま

設を

減少

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の推移）

な

す

す

算

ど

12.2

15.9

25.9

２０



 

 

 最

し尿

設

らの

[単

(6) 最
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最上広域市町

尿処理場、最

「ゆめりあ」

の起債償還金

1,0

27
22

59
2,2

H

単位：百万円]

最上広域市

町村圏事務組合

最終処分場及び

の建設と続き

金の負担が市

095
1,405

1,

79
356

4482

1,

25

107

4

92
217

2,548

4,

7,

元 H5 H

市町村圏事務

 

合の決算額も

びリサイクル

きます。その

町村に大きく

,635 人件費
1,634

1

463
物件費

583

,082

投資
4,583

1

407

公債費
872

,000

計
7,849

4

,933

11,063

1

H10 H11

務組合の決

も、平成元年

ルプラザの建

の後平成１４

くのしかかっ

1,639
1,630

588 685

1,349

2,856
669

922

4,497

6,313

1,521

広域組合債残高
12,803

H12 H13

決算の推移

年から１１年度

建設事業費、そ

年度までは焼

ています。

1,628
1,605

612 710

1,792

1,274

1,506

5,511

4,088

市分担金

高
13,074

11,858

H14 H15

（最上広域

度にかけて増

そして新幹線

焼却処分場の

1,614
1,556

668 735

1,461 1,535

3,977

4,026

10,645

9,333

H16 H17

域歳出決算

新庄市財政再

増加してきま

線関連の交流拠

の建設も続き、

1,499
1,487

693 468

1,663
1,636

4,039 3,903

7,924

6,460

H18 H19

） 

再建プラン 

10

した。

拠点施

、これ

1,437

472
173

1,626

4,016

市分担金
1,856

4,945

H20
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II. 財
1. 財

(1)

(2)

財政

財政

計

（H1

財政

プ

（H2

政再建プラン

政再建

財政再建

 新たな計画

これまで

の占める割

財政運営に

ければなり

 

 財政再建プ

政悪化

政再建

画

6～H20）

政再建

プラン

1～H２5）

ン 

建プラ

建に向け

画の策定 

での財政再建計

割合は依然とし

には至っていな

ませんので、

プラン概要

• 税収など歳

• 義務的経費

• 補助費等の

•赤字再建

•実施効果額

•主な対策概

• 財政再建

• 現「財政

• 基本方針

• 個別方針

• 年次別財

• 健全化判

• 実質赤字

• 実質公債

①

な

の

ランの

けた新たな

計画により財

して高く、実

ない状況にあ

、「新庄市財

要（計画期間

歳入の減

費の増

の増

団体への転落

額 4,224百

概要

建に向けた新

再建計画」の

財政再建計画

判断比率

比率、連結赤

費比率

①人件費
④投資的

①徹底した内部
③市民協働の

区

比率（3

区 分

予算
規模 

対策

対策

効 果

経常収支比

起債制限比率（3

積立金残高

地方債残高

①人件費の抑制

な普通建設事業

の適正化 ⑧市税

の概要

な方針 

財政健全化に

質公債費比率

あります。更な

財政再建プラ

間 平成 2

回避を命題に

百万円

新たな取組み

基本的考え方

画

字比率は問題

①公共事業
③下水道事

費抑制 ②コスト
的経費見直し ⑤

部管理経費の
のまちづくり視点

 分 H

ヵ年平均） 25

H2

策後 14

策前 14

△

比率 9

ヵ年） 1

高 

高 15

制 ②事務事業評

業の実施 ⑤特別

税等の収納率向

要 

向け確実な前

率が早期健全

なる財政健全

ン」を策定し

21～25 年

18項目の個別

を引き継ぎ、

題なし。将来負

業などへの投資
事業の増   ④

ト削減 ③補助
⑤特会繰出抑制

削減 ②施設の
点の導入 

20 H21

5.9 24.4

  

21 H22

4,646 13,69

4,879 13,86

△233 △17

8.6% 97.7

2.1% 11.9

849 1,05

,132 14,6

評価による見直しと

会計繰出金の抑

上 ⑨財政調整

前進を果たし

全化基準を超

全化に向けた新

し確実に対応

年度） 

別方針のもと５

新たな対策項

負担比率169.7

資   ②最上広
④新庄農業水利

助費等見直し 
制 ⑥遊休市有

の見直し 

H22 H23

22.4 20.9

       

H23 

90 13,287 

61 13,636 

71 △349 

7% 96.8% 

9% 11.6% 

50 1,050 

17 13,796 

とコスト削減 ③補

抑制 ⑥市債残高

整基金など基金へ

しました。しか

えるなど安心

新たな取り組

応していきます

５ヵ年計画実施

項目は増やさな

7％（350以上

広域分担金の増
利事業などの債

有地の売却など

3 H24 

9 20.0 

    単位

H24 

 12,944 

 13,121 

 △177 

 96.6% 

 11.8% 

 1,050 

 12,897 

補助費等の見直

高の抑制 ⑦手数

への積立 

かし、公債費

心感の持てる

組みを行わな

す。 

施

ない。

健全化対象）

増 
債務負担 

ど 

H25

20.3

：百万円 

H25 

12,630

12,687

57

95.5%

11.6%

1,192

11,905

直し ④計画的

数料・使用料等

費

な
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(3) 基本的な考え方 

【基本指針】 

これまで大きな成果をあげた財政再建計画の基本方針を引き継ぎ、歳入規模に見合った財政構

造への転換を図ることを基本的な方針とします。行財政改革大綱などの諸計画と整合性を図りな

がら「小さく、元気な市役所」を構築し、多様な市民サービスに確実に対応できるよう、安定し

た財政基盤を確立することを目指します。 

【計画期間】 

計画期間は、財政再建計画の期間が平成２０年度で終了するため、平成２１年度からスタート

します。財政健全化を早めに図るため、平成２５年度までの５ヶ年間とします。 

 

(4) 基本方針 

旧計画は想定できるあらゆる内容を網羅しており、新たな方針を取り込むものではありません。

旧計画の基本方針は引き継ぎますが、更に重点的に取り組む内容を明確にします。 

① 徹底した内部管理経費の削減 

内部管理経費の削減は、再建計画においても公債費削減と合わせ、車の両輪として位置づ

け厳しく取り組んでまいりました。人件費や経常的事務経費の削減は財政再建の大原則であ

り、可能な限り職員数の削減や職員（特別職、一般職）給与のカット、事務の執行にかかる

経費の削減などに取り組みます。 

② 施設の見直し 

本市は、社会福祉施設、住宅、義務教育施設、社会教育施設など多くの施設を有していま

す。最上地域の中心都市としての役割や国県等の跡地活用として整備したものもありますが、

市の行政レベルを超えた数になっています。管理運営費もさることながら、老朽化に伴う改

修費が大きな負担となってきています。これらの中には、類似した機能や役割を終えつつあ

る施設もあります。また、少子化による教育環境の変化に伴う学校の統廃合も課題になって

います。市の施設は、人口減少や財政規模などの変化に適応しながら見直しをしなければな

りません。市町村合併を機に施設のあり方も検討されますが、現在の行政水準を維持するた

めには、施設の見直しは避けてとおれない課題です。 

③ 市民との協働のまちづくりの推進 

行政サービスの多様化は進んでおり、行政が有する資源（人、物、金）には限界が生じて

います。内容によっては地域住民や民間事業者が行った方がサービス内容が向上する場合が

ありますし、行政に積極的に参加したいと考えている方もおります。指定管理者制度による

施設の管理委託を推進していますが、ごみの分別や道路の花壇管理も大変大事な行政参加で

す。市民の自主・自立を最終的な理想形として、地域住民やボランティアの主体的な活動に

よるサービスの提供、民間事業者やＮＰＯによるサービスの提供、そして行政がこれらの活

動を支え、地域住民や民間事業者にできないサービスの提供を行う、真の協働のまちづくり

を進めます。 
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(5) 個別的方針 

【人件費の抑制】 

① 職員数の適正化 

平成１７年度に策定した定員管理計画では、平成１７年度３７７名体制を平成２６年度ま

でに３１０名体制とすることとしています。現行は計画を上回る実績を残しており、今後も

計画値は最大値と捉え、職員数適正化に取り組みます。 

表 5 定員管理計画の職員数（平成２０年度以降） 

区分 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

４月１日現在職員数 

 （）内は実績 

358 347 335 328 321 314 310

(347) （330）   

前年度退職者数 

（）内は実績 

17 18 26 16 20 21 16

(18) （23）   

当年度採用者数 

（）内は実績 

10 7 14 9 13 14 12

(5) （６）   

前年度当初比 

（）内は実績 

△7 △11 △12 △7 △7 △7 △4

(△13) （△17）   

 

② 市長、副市長、教育長の給料等 

基本方針で示したとおり、人件費の抑制は財政再建の基本部分であり、引き続き市長、副

市長、教育長の給料について、削減を実施します。 

表 6 参考：平成２１年度削減対策 

区分 削減内容 

市 長 給料△５０％（平成２０年１月から） 

副市長 給料△４０％（平成２０年１月から） 

教育長 給料△２９％（平成２０年４月から） 

 

③ 一般職給与 

一般職の給与についても、平成２０年度までの削減対策を踏まえ、引き続き抑制を図りま

す。 

表 7 参考：平成２１年度削減対策 

区分 削減内容 

課 長 管理職手当△５％(給料月額 10%→5%) 

主 幹 管理職手当△５％(給料月額 8%→3%) 

6 級 期末勤勉手当加算割合 △７．５％(15%→7.5%) 

4・5 級 期末勤勉手当加算割合 △５％(10%→5%) 

3 級 期末勤勉手当加算割合 △２．５％(5%→2.5%) 

期末勤勉手当支給月数 支給月数を国４.１５月を３．９月で実施 

 

【事務事業評価による見直しとコスト削減】 

本市は、平成１５年度から事務事業評価を、平成１８年度からは施策評価を導入しています。

成果の検証を行いながら施策や事務事業の優先順位付けをし、選択と重点化を図っていきます。 
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【補助費等の見直し】 

① 負担金及び補助金 

負担金及び補助金については、再建計画策定以前から削減を実施してきました。社会的ニ

ーズの薄れている市単独の負担金・補助金は段階的な減額や廃止・休止を行ってきました。

休止扱いした補助金は財政再建計画期間中としてきましたが、本プラン期間中は財政状況を

勘案しながら対応します。 

② 最上広域市町村圏事務組合分担金 

最上広域分担金の節減を図るため、構成町村と協力し、共同処理事務事業の見直しを働き

かけます。 

【計画的な普通建設事業の実施】 

再建期間中の投資的事業は、ほとんど対応できませんでした。現在も厳しい対応をせざるを得

ないのですが、耐震化事業など安全に係わる事業、先送りしている事業、施設の改修事業など新

たな課題が発生しています。公共事業などの投資的事業については、緊急に実施しなければなら

ない事業を除き、再建計画中は、休止、凍結などの措置を講ずるほか、事業費の圧縮、事業内容

の精査、実施期間の見直しを行います。 

【特別会計繰出金の抑制】 

特別会計は独立採算が原則であり、収入の確保と経費節減に努め、安易に一般会計からの繰入

れに頼ることのないようにしなければなりません。特に、公営企業である水道事業並びに公営企

業に準ずる公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計及び営農飲雑用水事業特別会計

は、その繰出金が実質公債費比率に影響します。今後とも使用料の見直しを行い、財源確保に努

めていきます。 

【市債残高の抑制】 

再建計画期間中は、普通建設事業の圧縮を行ったため新規発行を大幅に抑制しました。一般会

計の市債残高のピークは平成１１年度の２２８億円ですが、これまでの抑制効果により１５９億

円ほどに減少しています。今後も毎年１０億円ほど減少する見込みですが、標準財政規模程度 

（１００億円未満）の残高が望ましい額であり、これに近づくよう市債残高の抑制に努めます。 

【手数料、使用料等の適正化】 

実質的な収支のバランスを大きく欠いた現状では、歳出の削減だけでは財政再建はなりたちま

せん。あわせて自主財源の確保に向けた最大限の取組みを行います。長年見直されてこなかった

手数料、使用料等については、今日的な社会情勢に照らしながら、原価計算や受益者負担の原則

に基づき適正化を図ります。 

① 下水道等使用料の見直し 

下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料については、一般会計からの繰出金の額を抑

制し、下水道財政基盤を確立するため、使用料の改定を行います。 

② その他手数料、使用料等の見直し 

長年見直されず、県内他市や類似団体、近隣の類似施設と比較して著しく低い手数料、使

用料や、大幅にコストを下回っている手数料等について見直しを行います。 

③ 減免基準の見直し 

公共施設の使用料については、減免しているケースが多数見受けられます。受益者負担の

原則に立ち返り、減免基準の見直しを行います。 
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【市税等の収納率の向上】 

市税等の収納率は、平成８年度の９６．８％（一般会計、現年度分と滞納繰越分を合わせて）

以降年々低下してきています。平成２０年度は８７．９％で、未収金の額は約６億円となってい

ます。収納率の向上についてはこれまでも様々な取組みをおこなってきましたが、経済情勢を反

映してかなかなか回復傾向に転じません。市税納付について、より納めやすくする環境を整える

とともに、早期納税の推進と滞納整理の強化に向けて、納付方法や納付期別の再考、口座振替の

推進、収納体制の見直し等の対策を講じます。 

【財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金の積み立て】 

財政の健全運営のためには、財政調整基金をはじめとして計画的な積み立てを行い、財源の年

度間調整を図っていくことが必要です。現在財政調整基金を含めた基金総額は８億円ほどで、財

政運営には大変不安な状況です。今後は、歳入歳出両面にわたり見直しと改革を継続しながら、

可能な限り積み立てを行います。 

 

 

2. 年次別財政再建計画  

(1) 財政試算  

前述しました個別の対応方針に則り、その対応を行った場合及び対策を行わなかった場合の財

政試算は、次のとおりとなります。 

【歳入 対策後】※臨時財政対策債は、市債に含めています。                [単位：百万円] 

区 分 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

市 税 4,393 4,238 4,188 4,124 4,072

地 方 交 付 税 4,874 4,707 4,633 4,607 4,512

使 用 料 及 び 手 数 料 365 378 372 366 360

国 ・ 県 支 出 金 2,770 2,242 2,159 2,158 2,103

繰 入 金 60 2 0 0 0

繰 越 金 281 169 136 0 0

諸 収 入 383 439 423 423 422

市 債 804 888 580 495 401

そ の 他 885 763 796 771 760

合 計 14,815 13,826 13,287 12,944 12,630

【歳入 対策前】                                    [単位：百万円] 

区 分 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

市 税 4,356 4,202 4,153 4,087 4,034

地 方 交 付 税 4,874 4,707 4,633 4,607 4,512

使 用 料 及 び 手 数 料 363 376 370 364 358

国 ・ 県 支 出 金 2,770 2,175 2,188 2,158 2,195

繰 入 金 106 413 349 178 0

繰 越 金 281 0 0 0 0

諸 収 入 383 439 423 423 422

市 債 859 786 723 535 405

そ の 他 887 763 797 769 761

合 計 14,879 13,861 13,636 13,121 12,687
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【歳出 対策後】                                    [単位：百万円] 

区  分 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

人 件 費 2,738 2,734 2,599 2,472 2,355

扶 助 費 1,500 2,001 2,003 2,012 2,030

公 債 費 1,878 1,716 1,714 1,691 1,674

物 件 費 1,577 1,557 1,472 1,469 1,460

補 助 費 等 2,960 2,107 2,117 1,950 1,816

繰 出 金 1,737 1,676 1,676 1,667 1,652

積 立 金 176 202 0 0 142

投 資 的 経 費 1,230 997 983 956 773

そ の 他 850 700 723 727 728

合 計 14,646 13,690 13,287 12,944 12,630

 

 

【歳出 対策前】                                    [単位：百万円] 

区  分 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

人 件 費 2,796 2,789 2,631 2,504 2,385

扶 助 費 1,500 2,001 2,003 2,012 2,030

公 債 費 1,885 1,721 1,725 1,707 1,691

物 件 費 1,593 1,573 1,502 1,484 1,475

補 助 費 等 2,966 2,113 2,124 1,957 1,823

繰 出 金 1,738 1,678 1,677 1,677 1,664

積 立 金 176 2 0 0 254

投 資 的 経 費 1,374 1,263 1,252 1,056 638

そ の 他 851 721 722 724 727

合 計 14,879 13,861 13,636 13,121 12,687

 

 

 

【対策後の効果額 歳入】                               [単位：百万円] 

区 分 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

市 税 37 36 35 37 38

地 方 交 付 税 0 0 0 0 0

使 用 料 及 び 手 数 料 2 2 2 2 2

国 ・ 県 支 出 金 0 67 △ 29 0 △ 92

繰 入 金 △ 46 △ 411 △ 349 △ 178 0

繰 越 金 0 169 136 0 0

諸 収 入 0 0 0 0 0

市 債 △ 55 102 △ 143 △ 40 △ 4

そ の 他 △ 2 0 △ 1 2 △ 1

合 計 △ 64 △ 35 △ 349 △ 177 △ 57
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【対策後の効果額 歳出】                               [単位：百万円] 

区  分 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

人 件 費 △ 58 △ 55 △ 32 △ 32 △ 30

扶 助 費 0 0 0 0 0

公 債 費 △ 7 △ 5 △ 11 △ 16 △ 17

物 件 費 △ 16 △ 16 △ 30 △ 15 △ 15

補 助 費 等 △ 6 △ 6 △ 7 △ 7 △ 7

繰 出 金 △ 1 △ 2 △ 1 △ 10 △ 12

積 立 金 0 200 0 0 △ 112

投 資 的 経 費 △ 144 △ 266 △ 269 △ 100 135

そ の 他 △ 1 △ 21 1 3 1

合 計 △ 233 △ 171 △ 349 △ 177 △ 57

【財政指数（対策後）】 

これらの計画により、主な財政指数の試算は次のようになります。 

区 分 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

経 常 収 支 比 率 98.6% 97.7% 96.8% 96.6% 95.5%

起 債 制 限 比 率 （ ３ ヶ 年 ） 12.1% 11.9% 11.6% 11.8% 11.6%

積立金現在 高（百万円） 849 1,050 1,050 1,050 1,192

地方債現在 高（百万円） 15,132 14,617 13,796 12,879 11,905

 

 

(2) 財政再建の推進 

本プランの方針に基づき財政再建に向けた取り組みを行った場合の効果は前表のとおりです。 

歳入においては、収納率向上対策により、市税や使用料が増えます。また、国・県支出金、繰

入金、市債はマイナス、つまり、対策を行わない場合より減ります。投資的経費において、学校

耐震化事業の計画期間の調整やその他の事業の事業費の精査などにより、国・県支出金、市債が

減少します。これらに関連し、財源調整となる財政調整基金の繰入金も減少します。 

歳出においては、人件費抑制、内部管理経費節減による物件費、市単独補助金休止の継続など

により、それぞれ減少します。投資的経費の減少は、歳入で述べたと同様に事業費などの調整に

よります。また、繰出金は公共下水道事業の使用料改定と事業費の抑制によるものです。これら

の対策により積立金が増えることになり、対策を行わなかった場合は、平成２５年度で財政調整

基金が枯渇する状態となります。 

また、地方債現在高は平成２０年度で１５９億円ですが、平成２５年度には１１９億円と４０

億円減少する見込みとなっており、実質公債費比率は平成１８年度３０．１％から平成２５年度

には２０．４％と約１０ポイント低下します。 

以上のように、本プランに基づき財政再建を行えば、確実に財政再建が図られます。 

 

3. 健全化判断比率  

(1) 背景 

平成１７年度決算から実質公債費比率が算定されましたが、２９．９％となり、全国でも非常

に高い比率となりました。平成１９年６月に「地方公共団体の健全化に関する法律」（以下「財

政健全化法」という。）が制定され、健全化判断比率及び資金不足比率を算定していますが、一

定の比率を超えた場合は早期健全化団体となり、財政健全化に向けた取り組みを行わなければな
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りません。公債費の減少とともに実質公債費比率は低下してきていますが、平成２０年度の比率

は２５．９％となり、早期健全化基準の２５％を超えています。このため、財政健全化法に基づ

き個別外部監査を実施しながら早期健全化計画を策定しなければなりません。なお、平成２０年

度の将来負担比率は１６９．７％であり、早期健全化基準を下回っています。 

 

(2) 個別外部監査の実施 

実質公債費比率が早期健全化基準を超えたため、平成２１年９月議会で個別外部監査人を選任し

監査を実施しました。平成２１年１２月２４日に個別外部監査報告書を提出していただき、その結

果を財政健全化計画に反映させるとともに、今後の財政運営に活かしていきます。 

 

       個別外部監査のテーマ  公債費増高の要因及び公債費抑制に向けた方策の検証 

       期  間   平成２１年１０月１日から１２月２２日 

 

     個別監査人からは次のような意見をいただきました。 

      ① 公債費増高の要因は、財政規模を超えた大規模事業が継続したことによる。特に、山形新

幹線新庄延伸関連事業による起債増発は大変大きな要素を占める。 

      ② 公債費増発による財政悪化に対応するため、財政再建計画及び財政再建プランを策定する

など早めの対応を行っている。また、これらの計画を確実にこなしていることは評価できる。 

      ③ 公債費抑制効果により、起債残高及び元利償還金は確実に減少してきている。特に、公債

費増高の主な要因である新幹線延伸関連事業は、最上広域市市町村圏事務組合（以下「最上

広域」という。）分を含め償還完了の時期を迎えている。 

      ④ これらのことから、平成２１年度決算において、実質公債費比率が早期健全化基準の 

２５％を下回るのは確実である。 

      ⑤ 今後は、学校整備等の行政課題や財源の不確定要素が予測されるので、財政再建プランに

大きな狂いが生じないように配慮する必要がある。 

 

(3) 今後の財政運営 

財政再建プランを実施中であり、個別外部監査の結果による財政運営の方針に変更はありません

が、実質公債費比率の健全ラインとされている１８％を目指して更なる努力を行わなければなりま

せん。平成２１年度において起債発行を予定していた事業のうち、事業費補正に該当しない起債は

一般財源でまかない、公的資金の借換を計画していた一般会計分と農業集落排水事業分は繰上償還

する方針です。平成２２年度以降においても公債費抑制方針を堅持し、起債に頼らない財政運営に

努めていきます。 

新たな起債発行の抑制による公債費減少、特に最上広域分を含めた新幹線関連起債の減少、並び

に公的資金の繰上償還や借換対策後による元利償還金の見込みに基づき、今後の実質公債費比率は

次のように推移すると見込んでいます。 
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